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■レンタルカートフェスティバル特別規則書                                         

本大会は、皆皆皆皆でででで安全安全安全安全にににに楽楽楽楽しくしくしくしくモータースポーツモータースポーツモータースポーツモータースポーツをををを行行行行ううううことを趣旨とし、FIA の国際モータースポーツ競技

規則及び国際カート規則並びにそれに準拠した JAF 国内競技規則及び JAF 国内カート競技規則とその

付則ならびに共通特別規則書、本レース特別競技規則に従って開催される。したがって皆が協力し合い、

また上級者の方は初心者の方などに対する配慮等を出来るようにすること。 

 

なお、本規則書には最低限守らなければならない事が記載されているに過ぎません。記載されていない

からといって、何をしても良いということではなく、スポーツ精神に基づいたルールの精神を侵すような言

動は謹むこと。 

 

 

第1章    大会開催に関する事項 

 1. 大会役員     公式プログラムに記載 

 

 2. 大会事務局   レンタルカートフェスティバル事務局 

                 

 3. 競技会オーガナイザー及び開催場所・日時 

   （１） 競技会オーガナイザー   レンタルカートフェスティバル事務局 

   （２） 開催日/開催場所  2008 年 2 月 23 日（土）・24 日（日） / ツインリンクもてぎ北ショートコース 

 

 4. 大会目標 

   （１） 全チーム完走。参加者全員が楽しくレースを行い、まずは完走を目指して下さい。 

（２） ノーペナルティー。ペナルティが無くマナーのよいレースにしましょう。 

 

 5. 公式通知に関する規定 

   本規則に記載されていない競技運営に関する実施の細目及びドライバーに対する指示細目は、本

規則書付則及び公式通知によって公示される。なお、公示の方法はエントラント（フェスティバル賛同

カートコース）に送付するか、開催場所掲示板に掲示される。 

 

 

第2章    競技会参加に関する事項 

 1. 延期、中止または取り止め及び変更に関する事項 

   オーガナイザーは、大会の一部あるいは全部を延期、中止、または取り止めることができる。イベン

トの全部あるいは２４時間以上延期する場合、エントリーフィーは全額返還される。また、エントラント

及びドライバーはこれによって生じる損失についてオーガナイザーに抗議する権利を保有しない。な

お、オーガナイザーはイベントの内容を変更する権限を保有するものとする。これに対する抗議は認

めない。 

 

 2. エントリーの受付け 

（１） エントリーの受付け期間 

      2007 年 10 月 1 日～2007 年 11 月 30 日 

（２） 参加資格 

       レンタルカートフェスティバルレンタルカートフェスティバルレンタルカートフェスティバルレンタルカートフェスティバル賛同施設賛同施設賛同施設賛同施設でででで認定認定認定認定をををを受受受受けたけたけたけた者者者者でででで、、、、走行走行走行走行ルールルールルールルール、、、、マナーマナーマナーマナーをををを熟知熟知熟知熟知しししし、、、、

安全安全安全安全にににに楽楽楽楽しくしくしくしくレースレースレースレースがががが出来出来出来出来るるるる 10 歳以上の方。 

（３） 受理または拒否の通知 

         大会開催の 1 ヶ月前から開催当日を除き 1 週間前までの消印を持ってエントラント（レンタル

カートフェスティバル賛同施設）に発送する。  

（４） 受付け場所 

      各レンタルカートフェスティバル賛同施設 



（５） 必要なもの 

     (ａ)参加申込書及び誓約書、安全認定書 

     (ｂ)エントリーフィー、共済会費 

     (ｃ)カートをレンタルする場合はカートレンタル料 

 

 3. エントリーの受理と拒否 

   (１) オーガナイザーは理由を示すことなくエントリーを拒否することができ、かつその行為をもって最

終決定とする。この場合、エントリーフィー及び保険料は全額返還される。 

   (２) エントリーの受理は、必要事項の全てが明記された参加申込書兼誓約書およびエントリーフィ

ー、保険料が受付け場所で受理された時点でオーガナイザーの参加承認が成立するが、拒否

の通知は開催日までに通知される。      

   (３) 一旦受理されたエントリーフィー及び保険料はいかなる理由があっても返還されない。 

 

4. 保険 

   （１） ドライバー及びピットクルーは、参加申込みと同時にオーガナイザーの指定する傷害保険に加

入すること。また練習も含めて健康保険証を携帯すること。 

（2） レース中、事故等で怪我などをした場合は、必ず当日駐在しているドクターの診察を受けるこ

と。ドクターの診断がないと保険が適用されない場合がある。 

 

5. レース車輌 

（１） レース参加車輌は、以下の車両に限られる。 

   PK50、PK90、FK-5、FK-9、GX160、GX200、GX270、EX17、EX21、KX21。 

（２） レース中、破損や故障による部品交換は認められる。また、車両や施設などの破損代にお

いては、自己負担となる。  

  

6. 車輌検査 

非合法な部分がありながらも、なお車検員に発見されなかったとしても承認を意味するものではなく、

レース中にそれに関する疑義が生じた場合は黒旗の指示を受ける場合がある。 

(１) ドライバーは車輌検査に立ち合わなければならない。 

(２) カート車輌とその装備類は清潔で、かつ正しく整備された状態でなければならない。 

 

7. 最低重量 

（１） 最低重量はチーム毎に登録ドライバーの平均体重に車両重量を加えた重量を 140ｋｇ以上と

し、重量確認計測においては入賞チームのみ行う。ただし、女性においての重量確認計測は

希望者のみとする。 

（２） ウェイトを積載する場合はボルトで脱落しないよう固定すること。 

 

 

第3章    競技に関する事項 

 1.信号 

   競技中ドライバーに対する走行指示は、下記の種類の旗に従い行われる。 

   ①国旗 

     競技開始。 

   ②緑に黄色の山形 

     ミススタート(再度スタートを行なうために整列し直し)。 

   ③赤旗 

     レース中止。全てのドライバーは直ちにレースを中止し、オフィシャルから指示された場合はどの

地点でも停止できる体勢でスタートラインまで徐行し停止する。 

 



   ④青旗 

     周回遅れになろうとしている者に示す。 

     (静止)後方より速いカートが近づいてきているので現在の進行方向を保持せよ。 

     (振動)後方より速いカートが近づき追い越そうとしているのでその者に進路を譲れ。  

   ⑤黄旗 

     (静止)危険である。徐行せよ、追越しを禁止する。 

     (振動)非常に危険である。停止を準備せよ。 

   ⑥緑旗 

     競技続行せよ。障害は除去された。 

   ⑦オレンジディスクのある黒旗(番号をそえて掲示) 

     指示された番号のカートに対する技術的トラブルによるピットイン命令。修理後、再出走できる。 

   ⑧対角線で黒と白に分かれた旗と示された数字 

     指示された番号のカートに対する非スポーツマン的行為に対して最後の警告。 

   ⑨黒旗 

     指示された番号のカートに対するピットイン命令。     

   ⑩黒と白のチェッカー旗 

     競技終了。ダブルチェッカー(チェッカーフラッグを 2 度受けること)は失格行為である。 

  

 2.公式練習 

   全てのドライバーは、公式通知(タイムスケジュール)に定められている時間内に公式練習に参加しな

ければならない。  

    

 3.スタート 

（１） スタートはグリッドからのスタンディング方式とし、グリッド順は当日受付時に抽選で決定する。 

（２） 時間内にスターティンググリッドにつけなかった者及びエンジンストップしてスタートできなかっ

た者はピットにて修理した後、ピットからのスタートとなる。    

     

 4.出走台数 

(１) 全てのレースの出走台数は 60 台までとする。但し、60 台以上のエントリーがある場合は、抽選

により参加チームを決定する。 

(２) エントリー台数が 30 台に満たない場合にはレース不成立とみなし、レースは開催されない。 

 

 5.レース中のルール 

(１) コーナーは常に先入優先とし、追い抜きを行なう者は前方のカートの走行を妨害してはならず、

また前方のカートは後続車の進路を妨害してはならない。 

(２) コース員が反則または妨害行為(故意なプッシング、ブロッキングその他の非スポーツマン的行

為)とみなした者につては、競技長よりペナルティが課される。されにその行為が 2 回以上に及

ぶ時は失格とする。 

(３) いかなる場合も、定められた方向と逆に走行してはならない。 

(４) レース中は、やむを得ない場合を除きコースを外れてショートカットすることは認められず、当該

行為はペナルティの対象となる。 

(５) 故意にコースから車輌を離して走行することはショートカットとみなされる。 

(６) 衝突を避けるためにやむを得ずコースアウトした場合は、その最も近い場所から再びレースに

復帰しなければならない。 

(７) レース中にコースエリア内で停止してしまった場合、他のドライバーに自分が動かないことを示

し、それらが過ぎ去ってからカートをレースの障害とならない場所に移動しなければならない。

但し、他を妨害することなく自力で再スタートできる場合にはレースに復帰できるものとする。 

(８) コース上における再スタートはドライバー自身で行なわなければならない。ただし、グラベルな

どコース外に関して止む終えない場合は、オフィシャルが補助する場合もある。 



(９) レース中にゼッケンまたはゼッケンプレートが脱落等で判読不可能となった場合は、周回が記

録されないことがある。 

(10) ドライバーは工具等を携帯することはできない。また工具を取りにピットへ戻ったり、ピットクル 

ーがコース内に立ち入って作業することはできない。 

(11) ドライバー交替やピット作業は決められた場所で行なわなければならない。 

(12) トラックとピットロードを区分するイエローラインをカットすることはできない。カットした場合はペ 

ナルティの対象となる。    

(13) レース進行中パドックに入ったカートはレースを放棄したものとみなされ、再びコースに入ること

は許されない。     

(14) 事故に見舞われたカートは、オフィシャルによって検査のために停止を命じられることがある。    

(15) 競技長は、不適当もしくは危険とみなしたカート及びドライバーを除外する権限を有する。 

(16) トラックとピットロードを区分するクラッシュパッドに接触してはいけない。接触した場合は安全

走行義務違反として、ペナルティの対象となる。  

(17）黄旗区間（黄旗提示ポスト～トラブル現場）では、追い越しの他に、スピンやコースアウト等をし

た場合もペナルティの対象となる。 

 

 6.ドライバーサイン 

(１) ドライバーサインは次の通りとし、これを怠った者に対してはペナルティを課することがある。 

(ａ) コース上で停止した場合は、両手を高く上げ、他の走行車輌に合図する。 

(ｂ) ピットイン、ピットアウトする場合は、片手を頭上に高く上げる。 

 

 7.完走 

(１) 完走者は、レースの着順 1 位の者がフィニッシュラインを通過後に 2 分以内に自力で同ラインを

通過するか、トップチームの周回数の 60％以上走行したチームとする。 

(２) 「自力」の定義は、他のいかなる者の援助も受けずカート自身がもつ動力、ドライバーの筋力、

重力などの自然現象による方法のみによりコース上を正しい方向に進行できる状態をいう。 

(３) フィニッシュラインを通過する際には、ドライバーとカートは一体となっていなければならない。 

(４) ドライバーはフィニッシュラインを通過後徐々にスピードを落とし(追越しは禁止)正規のコースを

走行してピットインしなければならない。 

(５) 完走者となった者のみが入賞の対象となる。 

(６) 先頭のカートが規定の時間を終了する以前に誤ってチェッカー旗が表示された場合は、その時

点を以って競技終了とする。また遅れてチェッカー旗が表示された場合は、チェッカー旗とは無

関係に、競技は規定の周回数で終了したものとして順位が決定される。 

 

 8.ペナルティ 

（１） ペナルティは１分間のピットストップ又は、失格が課せられる。ただし、レース終了まで１０分を切

った時点より-１周又は失格が課せられる。 

（２） ペナルティ時は該当車輌に対し黒旗が掲示され、直ちに定められたペナルティストップ場所でペ

ナルティを受けること。 

（３） １分ストップ又は失格の適用は以下の通りとする。 

ブロッキング、プッシング、進路妨害、フラッグ無視、逆走、ピットロード徐行違反、ドライバー交替時

のエンジン停止違反、フライング、ピットアウト時の進路妨害、安全走行義務違反、ピット作業違反、

イエローラインカット、危険行為、その他。 

（４） 失格・・・故意に行う危険行為、故意にオフィシャルの指示を無視する行為、その他悪質な行為。 

 

9.セーフティーカー及びフルコースコーション 

（１） トラブル発生時にコントロール室の決定によりセーフティーカーが介入する。セーフティーカー、コ     

ースイン後、原因車両は自走してピットに戻ることを禁止する。 

 



（２） コースコーションは以下の順に行われる。 

セーフティーカー介入決定後、直ちに全ポストは黄旗、メインポストは黄旗とＳＣボードを掲示し、

セーフティーカーが先頭車両に関係なくコースインする。全ての車両はセーフティーカーを先頭に１

列に整列しなければならない。追い越しは禁止。ただし、トラブル等で隊列について行けなくなった

場合は、後続車に合図を送りラインをはずして走行する。フルコースコーション中にピットインするこ

とは可能だが、ピットアウトはオフィシャルの指示に従うこと。セーフティーカーがピットインしメインポ

ストで緑旗が振動表示されたら、コントロールラインよりフルコースコーションは解除される。その時

コントロールライン手前での追い越しは禁止する。 

 

10.順位の決定 

  レース順位は次の順により決定される。 

(１) 周回数に基づく完走者。 

(２) チェッカーを受けた完走者(規定周回数の 60％以上を走行し､チェッカーを受けたもの)。 

(３) チェッカーを受けない完走者(規定周回数の 60％以上を走行したが途中でリタイアしチェッカー

を受けない者)。 

(４) 周回数に基づく不完走者。 

 

11.ピット及びパドック内におけるルール 

(１) ピットクルーは場内では定められたクレデンシャルをつけていなければならない。   

(２) ピットは指定された場所を使用しなければならない。また、ピット内に入り作業し得る者は、当該

レースに出場しているドライバーと、その登録されたピットクルー、ヘルパーのみとする。 

(３) 走行中のドライバーに対してピットサインを送る場合は、ピットクルーに限り、各自のピット前面

のエリア内において、その行為を行なうことができる。 

(４) ピットクルーの行為に関する最終的な責任は、チームに帰属する。ピットクルーによる規則の違

反は当該ドライバーに対する黒旗の提示となることがある。 

(５) ピットエリア内における火気の使用は全て禁止する。 

(６) 燃料の持込みはすべて消防法により認められた金属製の携行缶に保管する。 

(７) レース中ピットクルーは、自分のピットエリアを離れてはならない。 

(８) パドック内での走行は全て禁止する。 

(９) パドック内での喫煙は指定喫煙所を除き、厳禁とする。これに違反したドライバー及びピットク

ルーは大会から除外される場合がある。 

(10)レース中の給油は指定された場所で行い、ドライバーはエンジンを停止して、シートを離れなけ

ればならない。   

           

12.給油 

（１） 給油は、給油場所を車検所付近に設け、所定場所以外での給油は禁止する。また、１回の給油  

出来る量はＡ車両が２リッター以内、Ｂ車両は３リッター以内とし、３分間のピットストップが義務

付けられる。３分間のピットストップは給油場所で行い、その間給油とドライバー交替に関する以

外の作業は禁止する。また、給油をする際は必ず２人以上で行い１人は消火器を持って待機す

る。消火器は大会事務局にて用意する。 

（２）給油した際はドライバー交替をしなければならない。給油の際のドライバー交替は給油所で行うこ

と。 

（３）給油用タンクは各自用意するものとし、指定給油所にて、その給油用タンクに給油委員がＡ車両

には２リッター、Ｂ車両には３リッター配給する。また、配給されたタンクは、そのまま給油所にて

保管される。 

（４）スタート時のガソリンの量は、２リッター以内とする。 

（５）給油ハンディの車両区分は以下の通りとする。 

Ａ車両 通常のレーシングカートと同類のフレームを使用しているカート 

Ｂ車両 ビレル社製 N35 などのレンタルカート専用車輌で、車両重量が 98ｋｇ以上のカート 



13.車検 

(１) 全車 15 分以上の車輌保管を行なう場合がある。 

(２) 技術委員長はスタートした全ての車輌に関し車輌検査を行なう権限を保有するものとする。技

術委員長、技術委員が検査を行なう際はエントラント、ドライバー、ピットクルーは責任を持って

車輌の分解及び組み立てを行なわなければならない。但し関係役員、当該車輌のドライバー

及びピットクルー以外は、車検に立ち合うことはできない。 

(３) 技術委員長、技術委員が行なう本条項の検査に応じない場合は失格とされる。 

 

14.抗議 

   (１) 方法と取扱い 

       抗議の方法及びその取扱いについては、JAF 国内カート競技規則第 13 章に定める所による。

また抗議のできるのは当事者であるエントラントのみとする。   

   (２) 提出  

       抗議は全ての大会の競技長に抗議料を添付の上、提出するものとする。       

   (３) 提出の時間制限 

       (ａ)技術委員または、車輌検査員の決定に対する抗議は決定直後とする。 

       (ｂ)競技中の過失または、反則に対する抗議は、その競技終了後の 30 分以内とする。   

       (ｃ)競技の成績に関する抗議は、その発表後 30 分以内とする。 

(４) 抗議料 

抗議料は 20,000 円(消費税込み)とする。 

 

 

第 5 章   成績及び賞典に関する事項 

 賞典 

 レース賞典 

 レースの最終順位に対してエントリー台数を考慮の上、下記の賞典が与えられる。  

    40 台以上           1～6 位    カップ･副賞    とび賞 

    40 台未満         1～3 位    カップ･副賞    とび賞 

    30 台未満            不成立 

   その他、エンジン部門、タイヤ部門、シャーシ部門にそれぞれメーカー賞を検討中。 

 

 

第6章 損害補償 

オーガナイザー及び大会役員の業務遂行によって起きたドライバー、ピット要員の死亡、負傷及び車輌

の損害に対して、主催、後援、協力、協賛するもの及び大会役員は一切の保証、責任を負わないものと

する。 

 

 

第7章 広告に関する事項 

ナンバープレートに広告を表示することは認められない。その他の広告についてオーガナイザーは次の

ものに関して抹消する権限を有し、かつドライバーはこれを拒否することができない。 

1. 公序良俗に反するもの 

2. 政治･宗教に関連したもの 

3. 本大会に関係するスポンサーと競合するもの  

 

 

第8章 保険 

保険はツインリンクもてぎの共済会に加入し、保障内容もそれに伴ったものとする。 

内容は、別紙参照。 
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